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令和３年９月１日

新型コロナウイルス感染防止ガイドライン（９月１日版）

新発田市立住吉小学校

新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、下記のようなガイドラインで対応し

ていく。なお、ガイドラインは今後も修正変更していく。

１ 基本原則「３密を避ける」

①換気の悪い機密空間にしないために換気を徹底する 【密閉】

②多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮 【密集】

③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える 【密接】

２ 感染症対策（住吉小学校のガイドライン）

（１）心身の健康観察

①家庭での健康観察

・保護者に毎朝、登校前に「検温」及び「お子さんの健康状態の確認」を依

頼する。

・発熱や風邪の症状（咳・のどの痛み・だるさ・息苦しい等）がある場合は、

家庭で休養させるよう、保護者に周知する。

・児童及び家族がＰＣＲ検査を受けた場合は、その結果を含め、必ず学校に

連絡するように保護者に周知する。また、その場合、検査結果が分かるま

で登校の自粛をお願いする。

・新型コロナウイルス感染予防の観点からの保護者からの欠席連絡が入った

場合は「出席停止」扱いとする。

②学校での健康観察

・学級担任は、これまでの健康観察に加えて、児童が持参した「検温カード」

を確認する。検温ができなかった児童について教室に入る前に体育館で検

温をする。

・登校後、発熱や風邪の症状（咳・のどの痛み・だるさ・息苦しさ等）があ

る場合は、保護者に早急に連絡し、家庭で休養（早退）させる。

（２）基本的な感染対策の徹底

①児童も教職員もマスクを必ず着用する。

・来校する保護者及び業者も必ずマスクを着用と消毒をお願いする。

・来校者（業者等含む）、保護者は来校の際に職員室に立ち寄り、検温を行う。

②手洗いや咳エチケットを徹底する。

・正しい手の洗い方や咳エチケットについて指導する。

③免疫力を高めるため、十分な睡眠、過度な運動やバランスの取れた食事を心

がけるように指導する。
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（３）感染症対策の留意点

①教室、特別教室、体育館等の換気の徹底

・窓や扉を開け常時換気をする。換気扇のある場合は、常時使用する。

・授業時は、原則、教室の出入り口の戸、廊下の窓、教室の窓を開け、空気

の流れを作る。

・気温が高い日は、熱中症予防のため、換気を十分しながら冷房を入れる。

②登校時の「検温カード」の点検徹底

・登校後、児童を直接教室に行かせず体育館で「検温カード」を提出させる。

・「検温カード」を提出し、再検温を必要としない児童は教室に行かせる。

・「検温なし」「検温カードなし」「朝の検温時３７℃以上」の児童は、検温コ

ーナーで検温を実施する。教職員が輪番で検温対応にあたる。

③日常の学習指導時の留意事項

・児童は体育の時間以外は、原則マスク着用で授業を受ける。

・体育の学習等で、呼吸が苦しくなる運動や熱中症が心配される活動では、

文部科学省の通知に基づき、マスクを着用しないで活動させる。

・児童の座席を一定間隔空ける。比較的広いスペースのある特別教室や体育

館での整列する際には、１ｍ～２ｍ程度の間隔を空けるようにする。

・グループ学習、ペア学習は、マスク着用で間隔を空けて実施する。

・大きな声での全員音読、合唱等は避ける。実施する場合は必ずマスクを着

用するとともに、児童の間隔を空ける。

・大集団となる学年全体等の活動は、マスク着用で十分な間隔を空けて指導

する。

・共有教具・用具を使用した授業の後には、児童に手洗いをさせる。

④給食時の留意事項

・グループ、対面での会食を避ける。インフルエンザ対応と同様とする。

・給食当番の手洗いと健康観察を指導徹底する。

・配膳・片付けで並ぶ際に、大声を出したりせず、静かに並ぶ。可能な限り、

間隔を空けて並ぶ。

⑤休み時間の留意事項

・３密が生じないような過ごし方を学年の実態に応じて工夫する（晴天時は、

密閉状態ではないグラウンドで遊ぶ、間隔を空けた状態での読書をする等）

⑥清掃時の留意事項

・全ての窓を大きく開け、マスクをした上で清掃する。

・可能な限り、距離を保ちながら清掃するように指導する。

・清掃終了時は、必ず手洗いをするように指導徹底する。

⑦校外学習についての留意事項

・３密が生じないように配慮して、校外学習を実施する。

・バスでの移動、徒歩での屋外の校外学習では、マスクを着用する。

・感染への配慮が必要な施設への校外学習は、実施しない。
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⑧学校行事及び集会活動等についての留意事項

○感染状況を踏まえ、学校行事や教育活動を工夫して実施していく。

・２学期も当面の間、全校朝会、始業式・終業式、児童集会等は、全校で集

まることなく、校内放送を活用して実施する。

・朝の「フッ素洗口」は、感染拡大状況から、２学期も実施しない。

・５年の自然教室については、感染拡大状況から、市教育委員会の通知に基

づき、９月１７日（金）に日帰り日程で実施する。５年自然教室の事前の

保護者説明会は、９月３日（金）に実施する。

・運動会は、１０月９日（土）に半日日程で、３密が生じないように種目

や体形、運営方法を工夫して実施する。３密を防ぐため、児童の応援席を

設置しない。また、PTA種目と PTAの運動会係は無しとする。
・「就学時健康診断」は、１０月１３日（水）に３密が生じないように受け付

け箇所を３つ設けたり、検査方法を工夫したりして、実施する。

・「文化祭」及び「発表朝会」は３密が生じるため今年度は実施しない。児童

の「作品展」を３密が生じないように配慮して期間と時間帯を決めて実施

する。

・「人権教育、同和教育学習会」では、３密が生じることから保護者の学習参

観は、実施しない。講演会のみ、保護者の参加希望を取る。

・個別懇談を１２月３日（金）～８日（水）までの４日間実施する。

・２学期は、５年自然教室、運動会、就学時健康診断、人権教育・同和教育

学習会及び講演会、個別懇談（４日間）等の行事が立て込んでいることか

ら、分散学習参観は実施しない。

⑨消毒等の環境管理の留意事項

・「校内消毒計画」に基づき、教職員が毎日、消毒を実施する。

⑩「新型コロナウイルス対策」に関する保護者への情報提供

・学校からの文書（学校だより、保健だより等）、メール配信、学校ホーム

ページ、職員玄関前の掲示で、情報提供を随時行っていく。

・県及び新発田市で感染拡大している状況から、県及び新発田市からの情報

を迅速に保護者に情報を周知していく。


